
監
査
委
員
公
表
第
７０５号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２４２条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
請

求
の
あ
っ
た
住
民
監
査
請
求
（
以
下
「
本
件
請
求
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り

監
査
し
た
結
果
を
令
和
５
年
４
月
６
日
付
け
で
請
求
人
に
通
知
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

令
和
５
年
４
月
７
日

大
分
県
監
査
委
員

長
谷
尾

雅
通

大
分
県
監
査
委
員

長
野

恭
子

大
分
県
監
査
委
員

鴛
海

豊

大
分
県
監
査
委
員

戸
高

賢
史

第
１
本
件
請
求
に
つ
い
て
の
判
断

本
件
請
求
を
棄
却
す
る
。

第
２
本
件
請
求

１
請
求
人
の
住
所
及
び
氏
名

豊
後
大
野
市
大
野
町
田
中
１８１９番

地
３８

赤
星
憲
一

２
請
求
が
あ
っ
た
日

本
件
請
求
が
あ
っ
た
日
は
、
令
和
５
年
２
月
６
日
で
あ
る
。

３
請
求
の
要
旨

大
分
県
職
員
措
置
請
求
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
本
件
請
求
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
見
出

し
符
号
を
変
更
し
た
ほ
か
は
、
ほ
ぼ
原
文
の
ま
ま
掲
載
。
事
実
証
明
書
は
省
略
）
。

⑴
大
分
県
知
事
は
、
令
和
４
年
５
月
３１日

、
（
住
所
）
大
分
県
大
分
市
中
央
町
２
丁
目
５
－
２４ク

イ

ン
ビ
ル
４
Ｆ
（
名
称
）
株
式
会
社
m
o
re
M
o
st（
代
表
者
名
）
代
表
取
締
役
江
藤
勝
彦
に
、
サ
ー
ビ

ス
産
業
の
新
し
い
生
活
様
式
移
行
・
定
着
に
向
け
た
go
o
gleマ

イ
ビ
ジ
ネ
ス
活
用
講
座
企
画
運
営

等
業
務
委
託
業
務
契
約
金
５，５８６，４００円

を
支
払
っ
た
。

こ
の
交
付
金
の
う
ち
、
地
域
講
座
会
場
使
用
料
と
し
て
、
竹
田
市
の
交
流
プ
ラ
ザ
に
１
時
間
当
た

り
８００円

の
使
用
料
を
支
払
っ
た
（
３
時
間
で
２，４００円

）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
８１，９８０円

を
支
払
っ

た
よ
う
に
装
い
、
差
額
７９，５８０円

を
着
服
し
て
い
る
（
大
分
、
別
府
、
日
田
の
他
の
会
場
使
用
料
に

つ
い
て
も
、
同
額
を
支
払
っ
た
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
）
。

こ
の
竹
田
市
交
流
プ
ラ
ザ
に
関
す
る
会
場
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
２
月
３
日
、
中
九
州

ア
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
幸
寿
記
念
館
の
館
長
が
、
「
令
和
２
年
６
月
１５日

の
会
場
使
用
料
を
株
式
会

社
m
o
re
M
o
stか
ら
ど
れ
く
ら
い
収
受
し
た
の
か
」
と
い
う
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
を
し
た
結
果
、

「
交
流
プ
ラ
ザ
の
会
場
利
用
料
に
つ
い
て
は
定
額
以
上
は
収
受
し
て
い
な
い
。
株
式
会
社
m
o
re

M
o
stで
も
同
じ
使
用
料
を
頂
き
ま
し
た
。
」
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。

以
上
の
理
由
で
大
分
県
に
金
７９，５８０円

の
損
害
が
発
生
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
大
分
県
知
事
が
（
名
称
）
株
式
会
社
m
o
re
M
o
st（
代
表
者
名
）
代
表
取
締
役
江
藤
勝

彦
に
対
し
て
金
７９，５８０円

を
返
還
さ
せ
る
こ
と
を
請
求
す
る
。

⑵
大
分
県
知
事
は
令
和
４
年
２
月
２５日

に
（
住
所
）
豊
後
大
野
市
大
野
町
矢
田
１０４５番

地
（
名
称
）

m
n
m
n
株
式
会
社
（
代
表
者
名
）
代
表
取
締
役
田
浦
大
に
、
大
分
発
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
発
掘
・
育
成

事
業
費
補
助
金
８００万

円
を
交
付
す
る
目
録
を
手
渡
し
た
。

田
浦
大
は
、
同
社
の
前
身
で
あ
る
任
意
団
体
「
あ
た
ら
よ
」
の
代
表
者
で
あ
り
、
株
式
会
社
m
o
re

M
o
st代
表
取
締
役
江
藤
勝
彦
と
と
も
に
、
令
和
３
年
３
月
５
日
に
事
実
と
異
な
る
不
正
な
領
収
書

を
発
行
し
た
事
件
（
大
分
地
方
裁
判
所
令
和
４
年
（
行
ウ
）
第
１１号

告
訴
等
請
求
事
件
）
に
関
与
し

て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
大
分
県
補
助
金
規
則
第
１５条

に
該
当
し
、
こ
の
補
助
金
交
付
は
取
り

消
さ
れ
、
返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
返
還
さ
せ
な
い
こ
と
は
不
作
為
と
な
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
不
作
為
に
よ
り
大
分
県
に
金
８００万

円
の
損
害
が
発
生
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
大
分
県
知
事
が
（
名
称
）
m
n
m
n
株
式
会
社
（
代
表
者
名
）
代
表
取
締
役
田
浦
大
に
対

し
て
金
８００万

円
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
を
請
求
す
る
。

４
要
件
審
査

本
件
請
求
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
２
月
１５日

に
要
件
審
査
を
行
い
、
法
第
２４２条

所
定
の
要
件
を

具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
監
査
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。

第
３
判
断
の
理
由

令

和

五

年

号

外

六
七

四
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七

日
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１
監
査
の
実
施
に
関
す
る
事
項

⑴
監
査
対
象
事
項

①
知
事
が
、
令
和
４
年
５
月
３１日

に
、
株
式
会
社
m
o
re
M
o
st代
表
取
締
役
江
藤
勝
彦
（
以
下
、

敬
称
略
。
）
に
対
し
て
行
っ
た
、
「
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
新
し
い
生
活
様
式
移
行
・
定
着
に
向
け
た

go
o
gleマ

イ
ビ
ジ
ネ
ス
活
用
講
座
企
画
運
営
等
委
託
業
務
」
の
契
約
（
以
下
「
本
件
委
託
契

約
」
と
い
う
。
）
に
係
る
委
託
料
５，５８６，４００円

の
支
出
（
以
下
「
本
件
委
託
契
約
に
係
る
支

出
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
地
域
講
座
会
場
使
用
料
８１，９８０円

の
支
出
（
以
下
「
本
件
会
場
使
用

料
に
係
る
支
出
」
と
い
う
。
）
に
係
る
事
実
関
係
の
確
認
、
本
件
会
場
使
用
料
に
係
る
支
出
の
違

法
性
又
は
不
当
性
、
本
件
会
場
使
用
料
に
係
る
支
出
が
大
分
県
に
損
害
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の

か
、
及
び
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
か
等
に
つ
い
て
監
査
し
た
。

②
知
事
が
、
令
和
４
年
２
月
２５日

に
、
m
n
m
n
（
ま
に
ま
に
）
株
式
会
社
代
表
取
締
役
田
浦
大
に

手
渡
し
た
、
「
大
分
発
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
発
掘
・
育
成
事
業
費
補
助
金
（
以
下
「
本
件
補
助
金
」

と
い
う
。
）
」
８００万

円
の
目
録
に
係
る
支
出
（
以
下
「
本
件
補
助
金
に
係
る
支
出
」
と
い

う
。
）
に
係
る
事
実
関
係
の
確
認
、
本
件
補
助
金
に
係
る
支
出
の
違
法
性
又
は
不
当
性
、
本
件
補

助
金
に
係
る
支
出
が
大
分
県
に
損
害
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
か
、
及
び
措
置
を
講
ず
る
必
要
が

認
め
ら
れ
る
か
等
に
つ
い
て
監
査
し
た
。

⑵
監
査
対
象
機
関

監
査
対
象
部
局
を
商
工
観
光
労
働
部
と
し
、
本
件
委
託
契
約
に
係
る
支
出
の
監
査
対
象
所
属
を
商

業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
と
、
本
件
補
助
金
に
係
る
支
出
の
監
査
対
象
所
属
を
経
営
創
造
・
金
融
課

と
し
た
。

⑶
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
２４２条

第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
請
求
人
に
対
し
て
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会
を
与

え
た
と
こ
ろ
、
令
和
５
年
３
月
１０日

及
び
１６日

に
追
加
資
料
の
提
出
が
あ
り
、
同
日
、
請
求
人
が
陳

述
を
行
っ
た
。
な
お
、
同
条
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
請
求
人
の
陳
述
に
関
係
職
員
が
立
ち
会
う
こ

と
を
認
め
た
。

⑷
監
査
の
実
施

令
和
５
年
２
月
１７日

に
本
件
補
助
金
に
係
る
支
出
に
つ
い
て
、
及
び
同
月
２２日

に
本
件
委
託
契
約

に
係
る
支
出
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
職
員
監
査
（
予
備
監
査
）
を
実
施
し
、
同
年
３
月
１６日

に
委
員

監
査
を
実
施
し
た
。

２
監
査
の
結
果

監
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
本
件
委
託
契
約
に
係
る
支
出
と
本
件
補
助
金
に
係
る
支
出
に
分
け
て
記
載

す
る
。

⑴
本
件
委
託
契
約
に
係
る
支
出
に
つ
い
て

①
確
認
し
た
事
実

監
査
に
お
い
て
、
次
の
事
項
を
確
認
し
た
。

ア
本
件
委
託
契
約
の
概
要

・
委
託
業
務
の
名
称
：

サ
ー
ビ
ス
産
業
の
新
し
い
生
活
様
式
移
行
・
定
着
に
向
け
た

go
o
gleマ

イ
ビ
ジ
ネ
ス
活
用
講
座
企
画
運
営
等
委
託
業
務

・
委

託
先
：
株
式
会
社
m
o
re
M
o
st（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）

・
委

託
目

的
：
感
染
拡
大
の
防
止
と
社
会
経
済
活
動
の
維
持
の
両
立
に
向
け
て
、

サ
ー
ビ
ス
産
業
に
お
い
て
「
新
し
い
生
活
様
式
」
へ
の
移
行
・
定
着

の
た
め
、
go
o
gleマ

イ
ビ
ジ
ネ
ス
活
用
講
座
の
講
師
の
育
成
及
び

講
師
派
遣
を
行
い
、
個
店
が
実
施
す
る
感
染
拡
大
防
止
策
を
消
費
者

に
「
見
え
る
化
」
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
委
託
業
務
の
内
容
：
標
準
テ
キ
ス
ト
の
開
発
、
地
域
講
師
の
公
募
及
び
養
成
、
地
域
講

師
の
派
遣
調
整
及
び
地
域
講
師
派
遣
、
地
域
講
座
の
派
遣
結
果
の
報

告
、
地
域
講
座
の
主
催
、
伴
走
支
援
の
実
施
、
実
績
報
告
の
作
成

・
契

約
日
：
令
和
２
年
６
月
９
日

・
履
行
期
間
（
当
初
）
：
令
和
２
年
６
月
９
日
～
同
年
９
月
３０日

・
契
約
金
額
（
当
初
）
：
３，２５８，５３０円

・
変

更
契

約
：
４
回
（
履
行
期
間
延
長
、
金
額
変
更
及
び
業
務
内
容
変
更
）

・
履
行
期
間
（
最
終
）
：
令
和
２
年
６
月
９
日
～
令
和
４
年
３
月
３１日

・
契
約
金
額
（
最
終
）
：
５，５８６，４００円

・
実
績
報
告
書
提
出
日
：
令
和
４
年
３
月
３１日

・
検

査
日
：
令
和
４
年
３
月
３１日

・
請

求
日
：
令
和
４
年
５
月
９
日

・
支

払
日
：
令
和
４
年
５
月
３１日

イ
委
託
契
約
書
の
記
載

本
件
委
託
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
書
第
１
条
（
総
則
）
で
、
受
託
者
は
、
仕
様
書
に
基
づ

き
頭
書
の
委
託
金
額
を
も
っ
て
、
頭
書
の
履
行
期
間
内
に
、
頭
書
の
委
託
業
務
を
信
義
に
従
っ

て
誠
実
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
受
託
者
は
、
契
約
書
第
１２条

（
業
務
完
了
通
知
）
に
基
づ
き
県
に
実
績
報
告
書
の

提
出
を
行
い
、
そ
れ
に
対
し
県
は
、
契
約
書
第
１３条

（
委
託
金
額
の
支
払
）
に
基
づ
き
、
確
認

を
行
っ
た
上
で
委
託
料
を
支
払
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

二



な
お
、
契
約
書
に
は
委
託
金
額
の
精
算
に
関
す
る
条
項
は
な
い
。

ウ
関
係
書
類
の
調
査

令
和
４
年
５
月
９
日
起
票
の
支
出
命
令
書
（
決
議
番
号
０００４３０１）

を
検
分
し
た
と
こ
ろ
、

添
付
さ
れ
て
い
た
委
託
料
の
請
求
書
に
品
目
、
単
価
、
数
量
、
単
位
及
び
価
格
の
欄
が
あ
り
、

地
域
講
座
（
主
催
型
）
に
係
る
会
場
使
用
料
と
し
て
１
回
当
た
り
８１，９８０円

の
記
載
が
あ
っ

た
。

②
本
件
請
求
の
要
旨
に
対
す
る
監
査
対
象
機
関
の
説
明

ア
令
和
４
年
５
月
３１日

に
、
受
託
者
に
対
し
て
、
委
託
業
務
契
約
金
５，５８６，４００円

を
支
払
っ

た
の
は
事
実
で
あ
る
。

イ
本
委
託
業
務
は
請
負
委
託
で
あ
り
、
仕
様
書
に
定
め
た
内
容
に
つ
い
て
、
契
約
の
期
限
ま
で

に
成
果
物
を
納
品
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
事
業
の
仕
様
書
に
お
い
て
は
、
①
標
準

テ
キ
ス
ト
の
開
発
、
②
地
域
講
師
の
公
募
及
び
養
成
、
③
地
域
講
師
の
派
遣
調
整
及
び
地
域
講

師
の
派
遣
、
④
地
域
講
座
の
派
遣
結
果
の
報
告
、
⑤
地
域
講
座
の
主
催
、
⑥
伴
走
支
援
の
実

施
、
⑦
実
績
報
告
の
作
成
、
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

契
約
書
の
書
式
は
、
本
県
会
計
管
理
局
審
査
・
指
導
室
が
作
成
し
た
委
託
契
約
書
式
例
集
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、
受
託
者
は
仕
様
書
に
定
め
た
内
容
に
つ
い
て
、
契
約
期
限
ま
で
に
履

行
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、
契
約
条
項
に
お
い
て
県
が
実
績
報
告
書
を
も
と
に
委
託
金
額
を
確
定

す
る
こ
と
を
定
め
て
い
な
い
。

本
事
業
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
参
集
型
で
あ
る
講
座
の
開
催

が
何
度
も
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
最
終
的
な
開
催
回
数
に
応
じ
て
令
和
４
年
３

月
３０日

に
は
契
約
額
の
減
額
変
更
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
受
託
者
が
令
和
４
年
３
月
３１日

に
県

に
提
出
し
た
実
績
報
告
書
等
に
よ
り
、
同
社
が
そ
れ
ら
の
業
務
に
つ
い
て
信
義
に
従
っ
て
誠
実

に
履
行
し
た
こ
と
を
確
認
し
、
委
託
料
を
支
払
っ
た
も
の
で
あ
る
。

請
求
人
は
、
同
委
託
業
務
の
地
域
講
座
会
場
使
用
料
に
お
い
て
県
に
７９，５８０円

の
損
害
が
発

生
し
て
お
り
、
返
還
を
請
求
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
請
求
書
へ
の
記
載
額

（
会
場
使
用
料
８１，９８０円

／
回
）
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
事

実
で
あ
る
。

し
か
し
、
請
求
書
の
様
式
に
つ
い
て
法
律
等
の
定
め
は
な
い
が
、
本
県
会
計
管
理
局
審
査
・

指
導
室
が
定
め
る
参
考
様
式
集
に
よ
れ
ば
、
請
負
契
約
の
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
な
の
は
、
請

求
年
月
日
、
委
託
業
務
名
、
委
託
金
額
、
相
手
方
住
所
、
商
号
又
は
名
称
、
代
表
者
名
、
振
込

先
で
あ
り
、
委
託
金
額
の
内
訳
の
記
載
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た

各
品
目
及
び
単
価
は
、
受
託
者
が
自
社
内
で
の
積
算
根
拠
確
認
の
た
め
県
に
提
出
し
た
見
積
額

を
記
載
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

よ
っ
て
、
会
場
使
用
料
の
単
価
８１，９８０円

と
竹
田
市
の
交
流
プ
ラ
ザ
へ
の
支
出
分
２，４００円

に
７９，５８０円

の
差
額
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
受
託
者
の
企
業
努
力
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
こ

と
を
も
っ
て
差
額
を
着
服
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
大
分
、
別
府
、
日
田
の
他
の
会
場

使
用
料
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
）
。

ウ
以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
分
県
知
事
は
、
株
式
会
社
m
o
re
M
o
st代
表
取
締
役
江
藤
勝
彦
に
対

し
金
７９，５８０円

の
返
還
を
求
め
る
理
由
が
な
い
。

③
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
、
監
査
対
象
機
関
の
説
明
及
び
関
係
資
料
の
調
査
等
に
基
づ

き
、
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

ア
本
件
委
託
契
約
の
性
質
は
、
契
約
書
等
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
請
負
契
約
で
あ
っ
た
。

請
負
契
約
と
は
、
民
法
（
明
治
２９年

法
律
第
８９号

）
第
６３２条

に
規
定
さ
れ
る
契
約
方
法

で
、
当
事
者
の
一
方
が
あ
る
仕
事
を
完
成
す
る
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
が
そ
の
仕
事
の
結
果
に

対
し
て
そ
の
報
酬
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
で
あ

る
。

イ
本
件
委
託
契
約
に
お
い
て
は
、
「
①
確
認
し
た
事
実
」
に
記
載
の
と
お
り
、
契
約
書
に
精

算
に
関
す
る
条
項
は
な
く
、
事
業
遂
行
に
当
た
り
実
際
に
要
し
た
経
費
を
も
っ
て
契
約
終
了
後

に
精
算
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
県
は
、
仕
様
書
に
定
め
た
内
容
に
つ
い
て
履
行
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
れ
ば

よ
く
、
経
費
の
支
出
内
訳
ま
で
は
審
査
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

県
の
参
考
様
式
集
で
も
、
委
託
契
約
の
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
な
の
は
、
請
求
年
月
日
、
委

託
業
務
名
、
委
託
金
額
、
住
所
、
商
号
又
は
名
称
、
代
表
者
名
及
び
振
込
先
等
で
あ
り
、
委
託

金
額
の
内
訳
の
記
載
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。

ウ
な
お
、
請
求
人
は
、
受
託
者
か
ら
の
委
託
料
の
請
求
書
に
地
域
講
座
の
会
場
使
用
料
と
し
て

１
回
当
た
り
８１，９８０円

の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
捉
え
て
、
竹
田
市
城
下
町
交
流
プ
ラ
ザ
の
使
用

料
は
３
時
間
で
２，４００円

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
８１，９８０円

を
支
払
っ
た
よ
う
に
装

い
、
差
額
７９，５８０円

を
着
服
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
記
載
は
、
イ
で
述
べ
た
よ
う
に
本
来
記
載
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
受
託
者
が
、
独
自
の
様
式
に
よ
り
、
自
社
内
で
の
確
認
の
た
め
、
令
和
３
年
３
月
１
日

に
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提
出
し
た
参
考
見
積
書
の
単
価
を
記
載
し
た
も
の
で
、
実
際

の
支
出
の
単
価
を
記
載
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

エ
よ
っ
て
、
契
約
内
容
等
か
ら
判
断
し
て
、
本
件
委
託
契
約
は
精
算
を
伴
わ
な
い
請
負
契
約
で

令
和
五
年
四
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

三



あ
る
こ
と
か
ら
、
「
大
分
県
に
７９，５８０円

の
損
害
が
発
生
し
て
い
る
」
と
い
う
請
求
人
の
主
張

に
は
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。

⑵
本
件
補
助
金
に
係
る
支
出
に
つ
い
て

①
確
認
し
た
事
実

監
査
に
お
い
て
、
次
の
事
項
を
確
認
し
た
。

ア
本
件
補
助
金
の
概
要

・
補
助
金
名
：
大
分
発
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
発
掘
・
育
成
事
業
費
補
助
金

・
概

要
：
県
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
競
争
力
強
化
を
図
る
た
め
、
財
団
法
人
大
分

県
産
業
創
造
機
構
が
実
施
す
る
「
大
分
発
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
発
掘
・
育
成

事
業
（
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
グ
ラ
ン
プ
リ
）
」
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
中
小

企
業
者
（
「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
」
（
平
成
１１年

法
律
第
１８号

）
第

２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
）
に
対
し
、
翌
年
度
に
、
受
賞
者

か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
新
製
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
の
研
究
開
発
、
商
品
開

発
及
び
そ
れ
ら
に
伴
う
事
業
化
等
の
た
め
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
予

算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
金
を
交
付
す
る
（
補
助
率
１０／

１０以

内
）
。

・
補
助
事
業
者
：
m
n
m
n
株
式
会
社

・
目
録
交
付
日
：
令
和
４
年
２
月
２５日

（
本
件
補
助
金
８００万

円
の
交
付
内
定
）

・
内

示
日
：
令
和
４
年
３
月
２５日

・
交
付
申
請
日
：
令
和
４
年
７
月
２７日

・
交
付
決
定
日
：
令
和
４
年
８
月
１
日

・
事
業
実
施
期
間
：
令
和
４
年
８
月
１
日
～
令
和
５
年
３
月
３１日

・
交
付
決
定
額
：
８００万

円

ウ
関
係
書
類
の
調
査

令
和
４
年
７
月
２７日

起
票
の
支
出
負
担
行
為
決
議
書
（
決
議
番
号
００１６０）

を
検
分
し
た
と

こ
ろ
、
添
付
さ
れ
て
い
た
同
年
８
月
１
日
付
け
の
交
付
決
定
通
知
書
に
８００万

円
の
記
載
が

あ
っ
た
。

②
本
件
請
求
の
要
旨
に
対
す
る
監
査
対
象
機
関
の
説
明

ア
令
和
４
年
２
月
２５日

に
m
n
m
n
株
式
会
社
に
対
し
て
、
大
分
県
知
事
名
で
目
録
を
交
付
し
た

の
は
事
実
で
あ
る
。

イ
令
和
４
年
度
の
任
意
団
体
「
あ
た
ら
よ
」
（
以
下
「
あ
た
ら
よ
」
と
い
う
。
）
の
役
員
名
簿

を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
田
浦
大
が
あ
た
ら
よ
の
代
表
者
で
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

請
求
人
は
、
あ
た
ら
よ
が
m
n
m
n
株
式
会
社
の
前
身
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
あ
た
ら
よ
の

運
営
規
約
、
令
和
３
年
度
の
決
算
書
、
令
和
４
年
度
の
事
業
計
画
等
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
あ

た
ら
よ
は
、
現
在
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。

請
求
人
は
、
本
件
補
助
金
の
補
助
事
業
者
で
あ
る
m
n
m
n
株
式
会
社
の
代
表
者
が
、
あ
た
ら

よ
の
代
表
と
し
て
、
事
実
と
異
な
る
不
正
な
領
収
書
を
発
行
し
た
事
件
に
関
与
し
て
い
る
と
い

う
事
実
に
よ
り
、
大
分
県
補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和
４３年

大
分
県
規
則
第
２７号

。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
１５条

に
該
当
す
る
た
め
、
大
分
県
知
事
に
対
し
て
m
n
m
n
株
式
会
社
が
８００

万
円
を
返
還
さ
せ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

し
か
し
、
m
n
m
n
株
式
会
社
が
「
令
和
３
年
３
月
５
日
に
事
実
と
異
な
る
不
正
な
領
収
書
を

発
行
し
た
事
件
に
関
与
し
た
」
と
い
う
事
実
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

規
則
第
１５条

第
１
項
は
、
「
知
事
は
、
補
助
事
業
者
が
、
補
助
金
の
他
の
用
途
へ
の
使
用
を

し
、
そ
の
他
補
助
事
業
に
関
し
て
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件
そ

の
他
法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
知
事
の
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
決
定
の
全

部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

令
和
５
年
３
月
１６日

現
在
に
お
い
て
、
m
n
m
n
株
式
会
社
が
令
和
４
年
度
の
本
件
補
助
金
を

他
の
用
途
へ
の
使
用
を
し
、
そ
の
他
補
助
事
業
等
に
関
し
て
本
件
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
内

容
又
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件
そ
の
他
法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
知
事
の
処
分
に
違
反
し
た
と
い

う
事
実
は
確
認
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
令
和
４
年
度
大
分
発
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
発
掘
・
育
成
事
業
の
補
助
事
業
者
は
m
n
m
n

株
式
会
社
で
あ
り
、
あ
た
ら
よ
で
は
な
い
。
m
n
m
n
株
式
会
社
は
、
あ
た
ら
よ
と
は
別
人
格
の

法
人
で
あ
る
た
め
、
あ
た
ら
よ
が
関
与
す
る
事
件
は
、
m
n
m
n
株
式
会
社
に
対
す
る
規
則
第
１５

条
第
１
項
の
取
消
事
由
に
該
当
し
な
い
。

よ
っ
て
、
県
に
８００万

円
の
損
害
は
発
生
し
て
い
な
い
。

ウ
以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
分
県
知
事
は
、
m
n
m
n
株
式
会
社
代
表
取
締
役
田
浦
大
に
対
し
て
８００

万
円
の
返
還
を
求
め
る
理
由
が
な
い
。

③
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
、
監
査
対
象
機
関
の
説
明
及
び
関
係
資
料
の
調
査
等
に
基
づ

き
、
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

ア
請
求
人
は
、
m
n
m
n
株
式
会
社
の
代
表
者
で
あ
る
田
浦
大
が
、
あ
た
ら
よ
の
代
表
者
と
し
て

「
事
実
と
異
な
る
不
正
な
領
収
書
を
発
行
し
た
事
件
」
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ

り
、
規
則
第
１５条

に
該
当
し
、
補
助
金
交
付
決
定
は
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）
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イ
し
か
し
、
本
件
補
助
金
の
補
助
事
業
者
で
あ
る
m
n
m
n
株
式
会
社
は
、
会
社
法
（
平
成
１７年

法
律
第
８６号

）
第
３
条
に
規
定
す
る
法
人
格
を
有
す
る
団
体
で
あ
り
、
他
方
、
あ
た
ら
よ
は
、

法
人
格
の
な
い
団
体
で
、
経
営
創
造
・
金
融
課
が
あ
た
ら
よ
か
ら
提
供
を
受
け
た
運
営
規
約
、

役
員
名
簿
等
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
m
n
m
n
株
式
会
社
と
は
代
表
者
が
同
一
人
物
で
あ
る
も
の

の
、
別
個
の
団
体
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

ウ
規
則
第
１５条

第
１
項
は
、
「
知
事
は
、
補
助
事
業
者
が
、
補
助
金
の
他
の
用
途
へ
の
使
用
を

し
、
そ
の
他
補
助
事
業
に
関
し
て
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件
そ

の
他
法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
知
事
の
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の

全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

エ
職
員
監
査
に
お
い
て
、
m
n
m
n
株
式
会
社
が
本
件
補
助
金
を
他
の
用
途
へ
の
使
用
を
し
、
又

は
そ
の
他
補
助
事
業
に
関
し
て
本
件
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件

そ
の
他
法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
知
事
の
処
分
に
違
反
し
た
と
い
う
事
実
は
確
認
さ
れ
な
か
っ

た
。他
に
、
大
分
発
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
発
掘
・
育
成
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
１６年

商
工

労
働
部
長
伺
い
定
め
）
等
の
関
係
例
規
も
確
認
し
た
が
、
交
付
決
定
の
取
消
事
由
に
該
当
す
る

よ
う
な
事
実
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

オ
よ
っ
て
、
「
本
件
補
助
金
の
交
付
決
定
は
取
り
消
さ
れ
、
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。

⑶
結
論

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
請
求
に
は
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

五


